
JP 2010-135615 A5 2011.12.8

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  23/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｒ   9/16     (2006.01)
   Ｈ０１Ｒ  43/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  23/02    　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  23/06    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  23/04    　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｒ   9/16    １０１　
   Ｈ０１Ｒ  43/20    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成23年10月26日(2011.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周辺の取付部位および中央の封着部位を有するステムベースと、このステムベースの封
着部位にガラスで封着した貫通するリードとを具備し、前記リードと前記ステムベースを
絶縁する気密端子において、前記ステムベースは耐熱ステンレス鋼を用いたことを特徴と
する気密端子。
【請求項２】
　前記ステムベースはＳＵＳ３１０ステンレス材またはＳＵＳ３０９ステンレス材のいず
れかを用い、前記リードはＦｅ－５０％Ｎｉ合金材を用いたことを特徴とする請求項１に
記載の気密端子。
【請求項３】
　封着に用いる前記ガラスはソーダバリウムガラス材を用いたことを特徴とする請求項１
または請求項２のいずれかに記載の気密端子。
【請求項４】
　周辺の取付部位と中央の封着部位を有するステムベースと、このステムベースの封着部
位にガラスを介して貫通封着したＦｅＮｉ合金材のリードとを具備する気密端子の製造方
法において、ＳＵＳ３１０ステンレス材またはＳＵＳ３０９ステンレス材のいずれかから
選択した耐熱ステンレス鋼を成形加工により取付部位と封着部位を設けてステムベースを
用意する工程、このステムベースの封着部位にガラスタブレットおよびリードを組立治具
に配置し組立てる工程、次いで、この組立治具を加熱炉に通して前記ガラスタブレットを
加熱溶融させる封着工程を含むことを特徴とする気密端子の製造方法。
【請求項５】
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　前記ガラスタブレットがソーダバリウムガラス材であり、前記封着工程は９６０℃以上
の窒素雰囲気炉で加熱処理することを特徴とする請求項４に記載の気密端子の製造方法。
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